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観光振興事業費補助金交付要領（先進的なサイクリング環境整備事業抜粋） 
 

平成３０年３月２８日 国 総 支 第 ６ ２ 号 
国 鉄 総 第 ３ ２ ５ 号 
国 自 旅 第 ２ ９ ４ 号 
国 海 内 第 １ ８ ７ 号 
国 港 総 第 ５ ９ ７ 号 
国空事第１０７２号 
国 空 業 第 １ ６ ５ 号 
観 参 第 ２ ９ ４ 号 

平成３1 年４月２日 国 総 事 第 ９ ７ 号 
国 総 支 第 ５ ４ 号 
国 都 街 第 １ ２ ２ 号 
国都景歴第１１７号 
国 道 総 第 ５ ３ ０ 号 
国 道 企 第 ９ ４ 号 
国 住 市 第 １ ３ ０ 号 
国 鉄 総 第 ４ ２ ７ 号 
国 鉄 都 第 ２ ０ ０ 号 
国 鉄 事 第 ３ ９ ２ 号 
国 鉄 施 第 ３ １ ５ 号 
国 自 旅 第 ３ １ ５ 号 
国 海 内 第 ２ ５ ０ 号 
国 海 外 第 ４ １ ４ 号 
国 港 総 第 ６ ９ ９ 号 
国空事第１７４５号 
国 官 参 空 第 ８ ３ 号 
観 参 第 ８ １ ８ 号 
国 官 総 第 ３ ８ ６ 号 

令和２年３月３１日 国 総 地 第 ６ ８ 号  
国 総 モ 第 ２ ７ 号  
国総物第６９１号  
国 総 事 第 ７ ８ 号  
国都街第１０７号  
国都景歴第１００号  
国道総第４７０号  
国道企第１０９号  
国住市第１０５号  
国鉄総第４６８号  
国鉄都第２３６号  
国鉄事第４４２号  
国鉄施第３３６号  
国自旅第３０２号  
国海内第１２０号  
国海外第２７８号  
国港総第６８２号  
国官参空第１００号  
観参第１２２９号  
国官総第２５２号  

令和２年１１月５日 国 総 地 第 ７ ６ 号  
国 総 モ 第 ７ ５ 号  
国総物第１２６号  
国 総 事 第 ３ ２ 号  
国 都 街 第 ７ ６ 号  
国都景歴第６３号  
国道総第２３１号  
国 道 企 第 ６ ６ 号  
国 住 市 第 ７ ９ 号  
国鉄総第２７０号  
国鉄都第１１９号  
国鉄事第３１１号  
国鉄施第２０６号 
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国自旅第２６０号 
国海内第１７２号 
国海外第１７３号 
国港総第４０１号 
国空総第６６２号 
観 参 第 ７ ７ ９ 号 
国官総第１２２号 

令和３年３月２４日 国総地第１０９号 
国 総 モ 第 ９ ９ 号 
国総物第１６０号 
国 総 事 第 ６ ８ 号 
国都街第１２４号 
国都景歴第１０４号 
国道総第５０６号 
国道企第１１４号 
国住市第１３６号 
国鉄総第４４２号 
国 鉄 都 第 ２ ２ ２号 
国鉄事第７３３号 
国鉄施第４３９号 
国自旅第４６４号 
国海内第２２０号 
国海外第３０８号 
国港総第７１０号 
国空総第１１２３号 
観参第１１４９号 
国官総第２０５号 

令和４年３月２２日 国 総 地 第 ７ ８ 号 
国 総 モ 第 ９ ７ 号 
国 総 物 第 ９ ０ 号 
国 総 事 第 ７ ８ 号 
国都景歴第８１号 
国道総第５１３号 
国道企第１１１号 
国 住 市 第 ７ ４ 号 
国鉄総第４３０号 
国鉄都第１９７号 
国鉄事第６９１号 
国鉄施第３４０号 
国自旅第５２７号 
国海内第３００号 
国海外第４１５号 
国港総第６７６号 
国空総第１１８８―２号 
観 参 第 ７ ３ ０ 号 
国官総第１５９号 

令和５年３月３１日 国総地第１１７号 
国総モ第１１９号 
国総物第１０３号 
国総事第１１８号 
国都景歴第１９０号 
国道総第６１８号 
国道企第１２７号 
国鉄総第５１３号 
国鉄都第２４５号 
国鉄事第８７８号 
国鉄施第３５９号 
国自旅第５５４号 
国海内第２５７号 
国海外第４５８号 
国港総第７５２号 
国空総第１３２８号 
観 参 第 ７ ８ ９ 号 
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国官総第２３５号 
令和６年６月２１日 国 総 地 第 ８ ７ 号 

国 総 モ 第 ２ ９ 号 
国 総 公 第 ３ ３ 号 
国都公景第５３号 
国道総第１０６号 
国 道 企 第 ４ ９ 号 
国鉄総第１０４号 
国 鉄 都 第 ８ ７ 号 
国鉄事第１９０号 
国 鉄 施 第 ５ １ 号 
国 自 物 第 ８ ０ 号 
国 自 旅 第 １０７号 
国 海 内 第 ５ ３ 号 
国海外第１４０号 
国港総第１９９号 
国 空 総 第 ２４４号 
観 参 第 1 6 ９ 号 
国 官 総 第 ３ ６ 号 

令和７年３月３１日 国総地第２２０号 
国総モ第１０２号 
国総公第１２７号 
国都公景第２８２号 
国道総第６５１号 
国道企第１３２号 
国鉄総第５５５号 
国鉄都第２２６号 
国鉄事第６２８号 
国鉄施第３０２号 
国自物第６９４号 
国自旅第３４３号 
国海内第２８８号 
国海外第７３９号 
国港総第７７９号 
国空総第 １１２３号 
観 観 戦 第 ７ ３ 号 
観 参 第 ７ ４ １ 号 
国官総第３２２号 

 
 
この交付要領は、観光振興事業費補助金交付要綱（令和７年３月３１日 国総地第２１９号、国総モ第１０１号、

国総公第１２６号、国都公景第２８１号、国道総第６５０号、国道企第１３１号、国鉄総第５５３号、国鉄都第２２
５号、国鉄事第６２７号、国鉄施第３０１号、国自物第６９３号、国自旅第３４２号、国海内第２８７号、国海外第
７３７号、国港総第７７８号、国空総第１１２２号、観観戦第７２号、観参第７４０号、国官総第３２１号。以下
「交付要綱」という。）のほか、観光振興事業費補助金の交付等観光振興事業の実施に当たって必要な事項を定め
る。 
 
 
Ⅰ．共通事項 

１．用語の意義 
この要領において使用する用語の意義は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号。以下「適正化法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年
政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）並びに交付要綱の定めるところによる。 

 
２．定義 

交付要綱第２条第２号に定める「訪日外国人旅行者の来訪が特に多い又はその見込みがある市区町村」は、次の
①から③までに該当するものとして別表で定める市区町村、又は訪日外国人旅行者の来訪が増加することが見込ま
れ、受入環境整備の必要性が特に認められる市区町村とする。 

①訪日外国人旅行者の来訪が多い市区町村 
②世界遺産、日本遺産、国営公園、国立公園満喫プロジェクトを実施している国立公園又は文化財保護法（昭和
25 年法律第 214 号）に基づく重要伝統的建造物群保存地区（以下「重要伝統的建造物群保存地区」という。）
等が所在する市区町村 

③国際的なイベント等の開催を予定している市区町村 
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３．軽微な変更に係る取扱い 

交付要綱第９条第１項第１号ただし書、第４０条第１項第１号ただし書及び第６１条第１項第１号ただし書に規
定する大臣が定める軽微な変更の範囲は次のとおりとする。 

・様式第１関係別紙１に記載の「申請する事業の目的・内容」又は「補助対象となる経費の総額」の変更 
 
 
Ⅶ.先進的なサイクリング環境整備事業 
１．共通事項 

事業実施について 
観光振興事業費補助金のうち、先進的なサイクリング環境整備事業関係については、補助対象事業者は、事業

毎に実施される要望調査時に、地方整備局等に要望を提出する。なお、事業予定箇所が別表で定める市区町村以
外の場合は、要望の提出時に、事業予定箇所がⅠ．共通事項２．定義に規定する市区町村に該当することを証明
する資料を添付することとする。 
 
提出された要望を基に、地方整備局等は、交付要綱第 75 条において準用する第４条の規定に基づき、地方運

輸局等との調整を経て、観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議に設置される観光対策等ワーキンググループ
に、要望を含む地方整備局等及び地方運輸局等が作成する事業実施計画案を諮ることとする。 
同ワーキンググループにおいて事業実施計画案が了承された後、補助対象事業者に対して、地方整備局等を通

じて補助金額等が内示される。補助対象事業者は、内示後に、交付申請書を地方整備局等に提出する。 
 
２．先進的なサイクリング環境整備事業 

①基本的な考え方 
当該事業は、訪日外国人旅行者に対応した質の高いサイクリング環境の創出を図るため、官民が連携して実施

する走行環境整備、受入環境整備、情報発信等に要する経費の一部を補助する。 
 

②実施要件 
１）Ⅰ．共通事項２．定義に規定する市区町村を通過するサイクリングルートであること。 
２）官民連携の協議会が設置されていること。 
３）取組内容が自転車活用推進計画に位置付けられていること。 
４）サイクリングルートの要素が、以下の水準にあること、または、３年以内に到達できる整備水準にあり、か
つ、具体的なアクションプランが自転車活用推進計画に位置づけられていること。 
ア）自転車通行空間がルートの概ね 2/3 以上整備されていること。 
イ）訪日外国人旅行者にも分かりやすいルート案内の路面表示又は標識が、単路部に概ね５ｋｍごと、また、

全ての分岐部に設置されていること。 
ウ）鉄道駅等に、訪日外国人旅行者にとって必要なレンタサイクルや着替え場所等が整備されていること。 
エ）休憩施設がルート上に概ね２０ｋｍごとに整備されていること。 
オ）ホームページなどで日英２か国語以上で情報発信されていること。 

 
③補助対象経費 
補助対象経費については、以下の通りとする。 

１）多言語による案内標識の整備に要する経費 
ア）多言語案内標識の整備 

サイクリングルートやルート上の施設について、多言語での案内を目的に設置するもの。 
２）受入環境の整備に要する経費 

ア）鉄道駅等や休憩施設におけるサイクリストの受入環境整備（既存施設の改修に限る。建物の新設を伴うも
のは除く。） 

・レンタサイクルの導入に伴う自転車保管施設や受付施設の整備 
・自転車運搬サービスの導入に伴う自転車保管施設や受付施設の整備 
・手荷物用ロッカー、シャワー、更衣室の整備やトイレの洋式化 
・サイクルラックの整備 
・自転車の組立・メンテナンスに必要な貸出用工具の配備 
・自転車組立スペースや休憩スペース用の区画、ベンチ、テーブル、雨よけの設置 
・無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備 
イ）ルートの魅力づくりに資する取組 

外国人向けモニターツアーの実施、多言語のツアーガイド養成、訪日外国人旅行者の誘客のためのサイ
クリングイベントの実施 

３）情報発信・プロモーションに要する経費 
ア）多言語のサイクリングマップ、ホームページの作成 
イ）多言語によるＳＮＳ広告配信 
ウ）訪日外国人旅行者の誘客に資する訪日プロモーションの実施 
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別表 

都道府
県名 

市区町村名 

北海道 札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・
苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・三笠市・根室市・千歳市・富良野市・登別市・
恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市・松前町・七飯町・江差町・ニセコ町・真狩村・喜茂別
町・京極町・留寿都村・倶知安町・積丹町・余市町・赤井川村・栗山町・月形町・沼田町・東神楽町・
当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町・上富良野町・中富良野町・占冠村・美幌町・津
別町・斜里町・清里町・小清水町・大空町・豊浦町・壮瞥町・白老町・洞爺湖町・安平町・音更町・
士幌町・上士幌町・鹿追町・新得町・幕別町・足寄町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町・別海町・
中標津町・標津町・羅臼町 

青森県 青森市・弘前市・八戸市・黒石市・五所川原市・十和田市・三沢市・つがる市・平川市・外ヶ浜
町・鰺ヶ沢町・深浦町・西目屋村・野辺地町・七戸町・六戸町・おいらせ町・階上町 

岩手県 盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・
奥州市・滝沢市・久慈市・雫石町・金ケ崎町・平泉町・田野畑村・一戸町・大槌町・山田町・岩泉
町・普代村・野田村 

宮城県 仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・多賀城市・岩沼市・大崎市・登米市・蔵王
町・村田町・柴田町・川崎町・松島町・利府町・涌谷町・女川町・南三陸町 

秋田県 秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・鹿角市・由利本荘市・大仙市・北秋田市・にかほ市・
仙北市・小坂町・藤里町 

山形県 山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・寒河江市・上山市・天童市・東根市・尾花沢市・山辺町・中山
町・河北町・西川町・大石田町・白鷹町・庄内町 

福島県 福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・二本松市・南相馬市・本
宮市・大玉村・下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町・北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町・
会津坂下町・湯川村・柳津町・三島町・金山町・昭和村・会津美里町・西郷村 

茨城県 水戸市・日立市・土浦市・古河市・笠間市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・守谷市・
桜川市・神栖市・鉾田市・小美玉市 

栃木県 宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・日光市・小山市・大田原市・矢板市・那須塩原市・益子町・
芳賀町・塩谷町・那須町 

群馬県 前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・下仁田町・甘楽
町・中之条町・嬬恋村・草津町・片品村・みなかみ町 

埼玉県 さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・所沢市・飯能市・春日部市・狭山市・上尾市・草
加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・富士見市・三
郷市・坂戸市・鶴ヶ島市・ふじみ野市・滑川町 

千葉県 千葉市・銚子市・市川市・船橋市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・習志野
市・柏市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・富津市・浦安市・四街道市・印西
市・富里市・香取市・酒々井町・芝山町・一宮町 

東京都 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・
世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・
江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小
金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東久留米市・武蔵村山
市・多摩市・稲城市・西東京市・大島町・利島村・新島村・神津島村・御蔵島村・三宅村・八丈
町・小笠原村 

神奈川
県 

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・
秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市・葉山町・大磯町・箱
根町・湯河原町 

新潟県 新潟市・長岡市・三条市・新発田市・十日町市・燕市・糸魚川市・妙高市・上越市・佐渡市・魚沼
市・南魚沼市・出雲崎町・湯沢町・津南町 

富山県 富山市・高岡市・魚津市・氷見市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市・上市町・立山
町・朝日町 

石川県 金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・かほく市・白山市・能美市・野々市市・内灘
町・志賀町・穴水町・能登町 

福井県 福井市・敦賀市・小浜市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市・永平寺町・南越前町・越
前町・若狭町 
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都道府
県名 

市区町村名 

山梨県 甲府市・富士吉田市・山梨市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・笛吹市・甲州市・早川
町・身延町・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町 

長野県 長野市・松本市・上田市・岡谷市・諏訪市・伊那市・大町市・飯山市・茅野市・塩尻市・佐久市・
千曲市・東御市・安曇野市・川上村・軽井沢町・立科町・長和町・下諏訪町・富士見町・原村・上
松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村・木曽町・松川村・白馬村・小谷村・山ノ内町・野沢温
泉村 

岐阜県 岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・中津川市・美濃市・羽島市・恵那市・土岐市・各務原市・可
児市・飛騨市・郡上市・下呂市・海津市・揖斐川町・白川村 

静岡県 静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津
市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・
伊豆の国市・牧之原市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町・函南町・小山町・吉田
町 

愛知県 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・碧南市・刈谷市・豊田
市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・東海市・大府市・知立
市・高浜市・日進市・愛西市・みよし市・長久手市・南知多町 

三重県 津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・志摩市・
伊賀市・明和町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町 

滋賀県 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・甲賀市・野洲市・高島市・東近江市・米
原市・竜王町 

京都府 京都市・舞鶴市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南
丹市・木津川市・大山崎町・久御山町・井手町・宇治田原町・笠置町・和束町・精華町・南山城
村・伊根町・与謝野町 

大阪府 大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方
市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕
面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・阪南市・島本町・田尻
町・岬町・太子町・河南町・千早赤阪村 

兵庫県 神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・豊岡市・加古川市・赤穂
市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・三田市・加西市・丹波篠山市・養父市・南あわじ市・朝来
市・淡路市・加東市・たつの市・市川町・福崎町・神河町・香美町・新温泉町 

奈良県 奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・
葛城市・宇陀市・三郷町・斑鳩町・高取町・明日香村・王寺町・吉野町・下市町・黒滝村・天川
村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村 

和歌山
県 

和歌山市・海南市・橋本市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市・かつらぎ町・九度山町・高野
町・湯浅町・広川町・みなべ町・白浜町・上富田町・すさみ町・那智勝浦町・太地町・串本町 

鳥取県 鳥取市・米子市・倉吉市・境港市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町・三朝町・湯梨浜町・琴浦
町・北栄町・日吉津村・大山町・伯耆町・日野町・江府町 

島根県 松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本
町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町 

岡山県 岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・総社市・高梁市・備前市・赤磐市・真庭市・美作市・
矢掛町・新庄村 

広島県 広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・庄原市・東広島市・廿日市市・府中町・坂町 

山口県 下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市・下松市・岩国市・長門市・柳井市・美祢市・周南市 

徳島県 徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・勝浦町・石井町・神山
町・牟岐町・美波町・海陽町・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町 

香川県 高松市・丸亀市・坂出市・善通寺市・観音寺市・さぬき市・東かがわ市・三豊市・土庄町・小豆島
町・直島町・宇多津町・綾川町・琴平町・多度津町・まんのう町 

愛媛県 松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・伊予市・四国中央市・西予
市・久万高原町・松前町・砥部町・内子町・愛南町 

高知県 高知市・室戸市・安芸市・南国市・土佐市・須崎市・宿毛市・土佐清水市・四万十市・香南市・香
美市・東洋町・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村・芸西村・いの町・中土佐町・四万十
町・大月町・三原村・黒潮町 
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都道府
県名 
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福岡県 北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市・飯塚市・柳川市・八女市・中間市・筑紫野市・春日市・
大野城市・宗像市・太宰府市・福津市・うきは市・朝倉市・糸島市・那珂川市・志免町・粕屋町・
苅田町 

佐賀県 佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市・吉野ヶ
里町・基山町・有田町 

長崎県 長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・平戸市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙
市・南島原市・時津町・波佐見町・小値賀町・新上五島町 

熊本県 熊本市・八代市・人吉市・荒尾市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇城市・阿蘇市・天草市・南関町・
和水町・大津町・菊陽町・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・益城町・錦町・多良木
町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町 

大分県 大分市・別府市・中津市・日田市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・由布市・国東市・日出
町・九重町・玖珠町 

宮崎県 宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・西都市・えびの市・高原町・高鍋町・綾町・
新富町・椎葉村・高千穂町 

鹿児島
県 

鹿児島市・鹿屋市・出水市・指宿市・垂水市・薩摩川内市・日置市・霧島市・いちき串木野市・南
さつま市・志布志市・奄美市・南九州市・姶良市・湧水町・南大隅町・屋久島町・大和村・宇検
村・瀬戸内町・龍郷町・徳之島町・天城町・伊仙町 

沖縄県 那覇市・宜野湾市・石垣市・浦添市・名護市・糸満市・沖縄市・豊見城市・うるま市・宮古島市・
南城市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村・読谷
村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・渡嘉敷村・座間味村・渡名喜村・八重瀬町・竹富町 

 


